
令和３年１２⽉
岡⼭県・美咲町美岡だより 第７０号 開⽰請求に関する裁判などについて

開⽰請求に関する裁判について

平素より美作岡⼭道路の建設推進にご理解とご協⼒を賜り厚く御礼申し上げます。
本紙では、令和3年11⽉18⽇の美作岡⼭道路に関する⽂書の開⽰請求に係る裁判の判決を受け

て、県の⽅針などをお知らせします。

現地踏査のお知らせ
次のとおり、飯岡地区において現地踏査を⾏いますのでご協⼒のほどよろしくお願いします。

【問い合わせ先】 岡⼭県美作県⺠局建設部美作岡⼭間道路建設班
担当者：辻、岡本（連絡先：０８６８−７３−４０７２）

【備考】・現地踏査は道路などの官地上で⾏うため、原則、⺠地への⽴ち⼊りは⾏いません。
・調査員は県から許可を受けた⾝分証明書を携帯し、社名の⼊った腕章を着⽤します。
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<盛⼟安定照査>
① (株)ｴｲﾄ⽇本技術開発中国⽀社
②令和3年12⽉上旬〜下旬
③盛⼟区間１及び２

<地質調査>
① (株)なんば技研
②令和3年12⽉上旬〜下旬
③ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ１〜３周辺

凡例）①受託業者②現地踏査期間③踏査範囲

＜⽤地測量＞
① (株)ﾆｼｷ外8社(美岡だより第69号参照)
② 令和3年12⽉上旬〜下旬
③⾚線の範囲

<ﾄﾝﾈﾙ概略検討>
① (株)ｴｲﾄ⽇本技術開発中国⽀社
②令和3年12⽉下旬〜令和4年1⽉下旬
③ ﾄﾝﾈﾙ区間周辺

N

【概要】
平成26年度、美作岡⼭道路の業務報告書等の開⽰請求がありましたが、県は、岡⼭県⾏政情

報公開条例に基づき、⼀部を⾮開⽰としておりました。これを不服とした相⼿⽅が平成29年度
に裁判を起こし、令和3年3⽉の⼀審判決では、県が開⽰した範囲を上回る部分の開⽰を命じら
れたため、県は4⽉に控訴しておりました。

【控訴審判決の内容】
⼀審と同じ範囲の開⽰を命じる判決が出されました。

【判決を受けての県の⽅針】
今後、判決に従い開⽰⼿続きを進めます。
なお、この裁判は、情報開⽰の範囲に関するものであり、事業の推進や現在の計画ルートの

是⾮に関するものではありません。引き続き、丁寧な説明に努めながら、事業を進めてまいり
ます。

⽤地測量範囲



「⾼規格道路をみんなで考える会」から令和3年9⽉30⽇付
けで県に、令和3年10⽉18⽇付けで美咲町に提出された公開
質問状に対して回答します。

公開質問状に対する回答

質問①：宅地を浸⽔させないために排⽔ポンプを設置するとのことだが、近年の豪⾬時の電源
喪失やゴミ詰まり等によりポンプが機能停⽌になる事態が起きており、これらの問題
を解決しなければ住⺠は安⼼して⽣活できない。具体的な解決策があるのか。

回答①：ご質問にあるようなポンプ機能停⽌事例などを参考にしながら、町と県が連携し、
今後、ポンプの詳細設計や維持管理⽅法を検討していきたいと考えております。
（県・町）

質問②：現在、質問①のような事態が多発しているため、近年の⽔害防災対策は流域治⽔とい
う考え⽅を国交省が⽰しているが、県は、遊⽔池をつぶして住⺠の⽣命と財産を危険
にさらすのであれば、被害が出た場合は、⼈災であり、その責任は当然で賠償責任を
負うべきと考えるが、どう考えているか。

回答②：先⽇の説明会でお⽰ししたように、町と県が連携し、道路建設による内⽔への影響分
についても考慮した上で、内⽔により家屋が浸⽔しないよう国の基準に基づいた規模
のポンプ設置により対応するよう考えております。（県・町）

質問③：近隣の佐⽤町では2009年8⽉に24時間⾬量が326.5mm、真備町では2018年７⽉に
311mmを観測した。ポンプの排⽔能⼒の算出基準はどうなっているか。

回答③：ポンプの排⽔能⼒の検討は、主に以下の基準や条件により⾏っています。
〇20年に1回の確率で発⽣する降⾬（本地区では3⽇⾬量で299.6mm）
〇上記の⾬が降った場合でも、宅地は浸⽔させない。
〇上記の⾬が降った場合でも、⽔⽥は⽥⾯から30cmを超える湛⽔時間を24時間以内
に抑える。

この基準により検討した結果、１秒あたり1.7m3の内⽔を排出できる能⼒が必要となり
ます。（県・町）

質問④：住⺠説明会において住⺠からの質問に対しては、改めて岡⼭県の考え⽅を説明する
ことが必然と思うが、次回説明会の開催期⽇はいつか。

回答④：ポンプの詳細や維持管理⽅法等に関する説明会については、町と県が連携して進めて
いるポンプ詳細設計の進捗状況を踏まえて、開催時期を検討したいと考えております。
（県）

質問④：この度の説明会で美咲町からはじめて内⽔対策案が出された。⼀回の説明を⾏った
だけで、詳細設計及び⼯事に着⼿するのは、住⺠無視ではないのか。

回答④：町は内⽔対策を河川堤防が設置されて以来、緊急かつ重要な課題と捉えており、飯岡
上⾃治会、飯岡下⾃治会と協議しながら、解決に向けてできるだけ迅速に事業を進め
ていきたいと考えております。（町）
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令和3年9⽉30⽇に「⾼規格道路をみんなで考える会」から県へ提出された公開質問状です。

※添付資料については、省略します。



令和3年10⽉18⽇に「⾼規格道路をみんなで考える会」から町へ提出された公開質問状です。

※添付資料については、省略します。


